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平成３０年第１回平川市教育委員会会議録（概要） 

 

 

 

１．開催日時   平成３０年１月２３日（火）午後１時２２分 

 

２．閉会日時   平成３０年１月２３日（火）午後２時２０分 

 

３．場 所   平川市尾上総合支所 庁議室  

 

４．出席委員   ６名 

         １番委員・佐々木幸子 ２番委員・柴田正人 

         ３番委員・工藤甚三  ４番委員・内山浩子 

         ５番委員・葛西万博  ６番委員・駒井優子  

        

５．欠席委員   なし 

 

６．議事録署名者 １番委員・佐々木幸子 ２番委員・柴田正人 

 

７．説明のため出席した者 

大湯事務局長、小田桐学校教育課長、桜庭主任指導主事、 

齋藤生涯学習課長、葛西保健体育課長補佐、 

北道学校給食センター所長 

 

８．会議録作成者 浅原学校教育課長補佐 

 

９．会議に付された案件  

  ・臨時代理の報告  

報告第１号 平成２９年度平川市教育委員会被表彰者追加の専決について        

  ・議案 

議案第１号 平川市教育委員会委員長の選挙について 

 

１０．各課からの報告 

   これからの食材放射能検査について 

   中学生国際交流事業帰国報告について 
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   ゆうえい館プール工事状況について 

   尾上図書館ガラス破損について 

   竹館小学校水漏れについて 

 

１１．会議の大要 

午後１時２２分に委員長が開会を宣言する。会期を１日とし、会議記録署

名委員を前項６のとおり指名する。報告案件１件を審議し了承した。また、

議案第１号を選挙した。 

 

１２．会議の状況 

 

内山委員長  ただいまの出席委員は６名で、定足数に達していますので、これ

より、平成３０年第１回平川市教育委員会を開催いたします。 

案件の説明者は教育委員会各課長にお願いします。なお鳥山指導

課長は欠席のため、桜庭主任に出席を求めております。また、工

藤保健体育課長の代わりに葛西補佐の出席を求めております。 

会議録記録者には学校教育課の浅原補佐にお願いします。 

委員及び説明者は、発言する際には挙手の上、委員長の許可を得

てから発言されますようお願いいたします。 

次に日程第２、会議録署名委員の決定についてを議題とします。 

本定例会の会議録署名者は、１番・佐々木委員、２番・柴田教育

長を指名します。 

日程第３、会期の決定についてを議題とします。 

本定例会の会期は、本日一日としたいと思いますが、よろしいで

すか。 

 

＜了承＞ 

 

内山委員長  本定例会の会期は、本日１日と決しました。 

日程第４、教育長報告を議題とします。 

教育長、お願いします。 

 

教育長       ＜議案書１ページより説明＞ 

        

内山委員長  ありがとうございました。ご質問等ございましたらお願いいたし
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ます。はい、駒井委員。 

 

駒井委員   今、教育長がお話された、学校危機管理対応研修会の内容として

は、主に学校内でのいじめや、子ども達のトラブルに対してのシ

ミュレーションというか、困った時の対応に関する講座というこ

とですか。 

 

教育長    例えば、学校管理下の部活動で子どもが大怪我をした時などの外

部への対応について間違えた対応をしないために、どのようなこ

とに留意して対応をしたらいいのかについての研修会となります。 

 

駒井委員   危機管理はいろいろな面がありますので、こういう研修会はすご

く大事だと思います。今回初めてということでしたので、続けて

いってほしいと思います。 

 

内山委員長  他に質問等ございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  以上で教育長報告を終わります。 

次に、日程第５、各課からの報告を議題とします。 

議案書２ページから７ページ、各課からの報告に対する質疑に入

ります。 

報告の中で、何かご質問等ございませんか。はい、佐々木委員。 

 

佐々木委員  指導課ですが、１月９日から、生徒指導に関する学校訪問・冬休み

明け生徒指導訪問と、短い期間に各学校を２度訪問されていますが、

何か問題でもあったのですか。 

 

桜庭主任指導主事 特別に問題があったわけではありません。１２月と１月で、小

中学校の全校を冬休み中と冬休み明けに訪問しています。９日、１

０日については、もうすぐ冬休みが終わり、新しい学期が始まるこ

とで、気持ちが不安定になる子など、気になる子ども達への対応に

ついて確認しております。 
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佐々木委員  例年２回ですか。長期休業中と休みが終わってからと。 

 

桜庭主任指導主事 はい。冬休みだけではなく、夏休みもあります。 

 

佐々木委員  休み明け生徒指導で、何か問題になるようなことはありませんでし

たか。 

 

桜庭主任指導主事 １７・１８・１９日と訪問しましたが、特に大きな事件・事故

もないということで、良いスタートを切れていると思います。しか

し、ここ最近インフルエンザが流行してきています。尾上中学校１

年、東小学校３年が学年閉鎖となっています。 

 

佐々木委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

内山委員長  はい、他にございませんか。工藤委員どうぞ。 

 

工藤委員   今、学校のインフルエンザの話がありましたが、私の孫も冬休み明

けから感染しております。すごい猛威ですので、学校の先生方もい

ろいろ気を使っているのだろうと思います。インフルエンザはＡ

型・Ｂ型といろいろありますが、その事も含めて、市内の小中学校

に関してはどのような状況ですか。 

 

学校教育課長 先程お話しがありましたが、尾上中学校１学年が２２日途中から授

業を打ち切り、２３日・２４日臨時休業となっています。東小学校

３学年は明日からの２４日・２５日・２６日に臨時休業の措置をと

りました。ここにきて目立ってきましたので、これから増えていく

傾向になるかと思われます。 

簡易検査では、尾上中学校がＢ型２０人、東小学校ではＢ型５人、

Ａ型１人となっています。東小学校は３５人中１５人がインフルエ

ンザを発症している状況です。 
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工藤委員   子どもだけではなく、大人も感染すると大変ですので、気をつけな

ければいけないと思いました。 

 

内山委員長  はい。駒井委員どうぞ。 

 

駒井委員   インフルエンザの続きですが、例年、学年閉鎖や学級閉鎖というの

は、とらなければいけない措置だとは思うのですが、そうなった時、

拡大を防ぐために、手洗い・うがいの指導は家庭でも保護者の方が

されていると思いますが、学校の方では、感染予防のために特別な

指導や措置などはあるのですか。 

 

櫻庭主任指導主事 学校によっては時期になると加湿器を設置する、お茶を各自で

持ってくるようにするなどしています。ある学級で罹患が確認され

た場合は、その学級だけランチルームに入らないで別の場所で給食

をとる、あるいは昼休みの体育館や狭い場所の共同利用を控えるな

どの制限を設けています。 

 

内山委員長  はい、そのような対応をしているということですね。よろしいです

か。他に質問ございませんか。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、各課からの報告に対する質疑を終了いたします。 

次に、各課から、委員に報告、お知らせしたい事項に入ります。 

給食センターより連絡事項がありますので、北道所長お願いします。 

 

給食センター所長  前回の定例教育委員会でご意見がありました、毎月実施・

報告している食材放射能検査についてです。給食センターで検討

した結果、測定下限値が 12.5 ベクレルを上回った事例がないこと

から、来月以降は各学期に１回程度の実施に変更したいと考えて

います。 

 

内山委員長  はい、ありがとうございました。 
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       次に、国際交流中学生派遣団が帰国しましたので、その概要報告が

指導課よりあります。桜庭主任、お願いします。 

 

桜庭主任指導主事  ＜カムデン訪問報告＞ 

 

内山委員長  寒い中での引率、ありがとうございました。 

       その他、各課から何かありませんか。はい、保健体育課お願いしま

す。 

 

保健体育課長補佐 １２月２７日にゆうえい館メインプールの天井の一部が崩落

いたしました。幸い、営業時間前でしたので怪我人はございません

でした。直ちにプールの使用を禁止させております。教育長も現場

を確認していますが、天井には石膏ボードを使用しておりまして、

湿気による劣化で崩落したと推測しております。年末年始が重なっ

たこともありまして、工事契約や材料の入手などに時間がかかりま

したが、来週から工事に着手します。今月の２１日に予定されてい

た大会は別の会場で開催するようにしてもらいましたが、来月の大

会には間に合うように進めております。私からの報告は以上です。 

 

内山委員長  はい、ありがとうございました。全部落ちたのですか。 

 

事務局長   いえ、天井の一部、３ｍから４ｍくらいが落ちました。その他に２

カ所ほど膨らんでいるところがあります。空調部分の穴から湯気が

入ってボードが湿気たためだと思います。先ほども話がありました

が、１２月２７日の年末のことで業者さんがなかなか見つからなか

ったのですが、来週から工事に入り、２月に大きな大会があります

ので、それに間に合うようにしたいと思います。 

また、指定管理を受けている体育協会の役員、利用者の水泳協会の

代表の方には、工事の説明と１月の大会会場を移していただく等の

説明をしました。 

 

内山委員長  工藤委員どうぞ。 

 

工藤委員   天井が落ちたというのは、たいへん気になる話です。施設の天井が

落ちるというのは、普通であれば地震が起きた時などが多いと思い

ます。ところが、そうではないことで落ちたというのは、そもそも

構造に問題があるのではないのか、特にプールでは肌の露出も多い
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ですし、怪我の程度も考えると心配になります。施設として、湿気

が原因で天井が落ちるというのは問題があるのではないかと思い

ますので、施設管理として、すべての施設の点検を含めてどのよう

に考えているのでしょうか。 

 

事務局長   公の施設においては３年に１回とかの基準に基づいて、きちんと点

検していました。碇ヶ関のゆうえい館ですが、以前にも天井が落ち

て補強しました。今回落ちたのは、その時に補強されなかった部分

になります。来年、３年に１回の点検がありますので、その時にす

べて見て対応したいというのが１点です。また、全ての天井を張り

替えるとなれば、工期や経費も変わってきます。指定管理や財政の

関係もあります。工藤委員がおっしゃったように、本来あってはな

らないことですので、注意して対応していきたいと思います。 

 

内山委員長  はい、他にありませんか。生涯学習課長どうぞ。 

 

生涯学習課長 委員の皆様も新聞報道でご存知かと思いますが、１月１４日、ちょ

うど芸能フェスティバルがあった午後２時３０分くらいに、尾上図

書館におきまして、窓ガラスが２回ほど踏みつけられて、割られる

事件がありました。当日すぐに図書館担当者が駆け付け、支所の総

務課職員と警察で現場検証を行ったということです。犯人が捕まっ

たという連絡はまだありませんが、最初は図書館の中をうろついて、

その後図書館を出て、窓ガラスを２回ほど蹴って逃走したという目

撃情報がありました。 

今後のガラス修理に関しては、１枚物の製作物でして、経費が６０

万くらいかかり、製作に１カ月か２カ月ほどかかるということで、

とりあえずは、現場が危険でないように対応しています。今後の報

道関係や施設の修理については、すべて尾上総合支所総務課で保険

で対応することで協議されています。以上です。 

 

内山委員長  ありがとうございます。新聞報道がありましたね。テレビでも報道

されていました。他に学校教育課からなにかありませんか。 

 

学校教育課長 元旦に竹館小学校の校長先生が学校に出向いた際に、水漏れの箇所

があったと連絡がありました。業者に確認してもらったところ、水

下げがなされていなかったのが原因ということでした。今は解消さ

れていて、大事には至りませんでした。 



- 8 - 

 

 

内山委員長  特別な修理などは、しなくてもいいのですか。 

 

学校教育課長 はい、そこまでではありません。 

 

内山委員長  水下げも大事なことです。他にございませんか。 

 

＜なし＞ 

 

内山委員長  これで、各課からの報告を終わります。 

次に、日程第６、議事に入ります。まず、報告案件に入ります。 

報告第１号平成２９年度平川市教育委員会被表彰者追加の専決に

ついてを議題とします。 

学校教育課長に専決事項の説明を求めます。 

 

学校教育課長    ＜専決事項の説明・前回の懸案事項説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。今の説明にご質問等ございましたらお願

いいたします。 

 

＜質問等なし＞ 

 

内山委員長  それでは、報告第１号はただ今のご審議のとおりでよろしいですか。 

 

    ＜賛成するもの多数＞ 

 

内山委員長  報告第１号は、承認することと決します。 

       次に議案審議に入ります。議案第１号平川市教育委員会委員長の選

挙についてを議題とします。学校教育課長より説明があります。 

 

学校教育課長    ＜委員長の選挙の方法について説明＞ 

 

内山委員長  ありがとうございました。ただ今の説明のとおり教育委員長の選挙

方法については、無記名投票と指名推選の二つの方法があります。 

       選挙の方法については指名推選にしたいと思いますが、これにご異
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議ございませんか。 

 

    ＜異議なし＞ 

 

内山委員長  異議なしと認めます。 

よって教育委員長選挙は指名推選と決しました。 

どなたか指名ありませんか。はい、工藤委員。 

 

工藤委員   引き続き内山浩子委員長を指名します。 

 

          ＜賛成するもの多数＞ 

 

内山委員長  ただ今、私、内山ということで意見がありました。 

推選されました、私、内山を平川市教育委員会委員長に指名し、委

員長の当選者と定めることにご異議ありませんか。 

 

＜異議なし＞ 

 

内山委員長  異議なしと認めます。よって、私、内山が平川市教育委員会委員長

に当選しました。委員長の任期は、平成３０年１月２９日から平成

３０年２月２５日までとなりますので、よろしくお願いいたします。 

それではここで、就任承諾のあいさつをさせていただきます。 

今後、委員長という名前がなくなるということで、それまで１カ月

弱ではありますが、仕事として頑張りたいと思いますので、どうぞ

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

＜拍手＞ 

        

内山委員長  以上で、本日の案件はすべて終了しました。 

次回の会議は、平成３０年第２回定例会議です。委員会の開催日時

を、２月２０日（火）午後１時３０分からとしておりましたが、そ

の日は市長選挙後の市議会臨時会があるため、開催時間を変更し２
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月２０日（火）午後３時より、場所はこちらの庁議室で開催したい

と思いますが、皆さん宜しいでしょうか。 

 

＜了承＞ 

 

内山委員長  では、そのように決定いたします。 

それでは、これをもちまして本日は終了いたします。 

       ご苦労様でした。 


